
施設の復旧に要した費用等を原因者に負担していただきます。

国道の施設等を壊してしまった場合

事務手続きの流れ

※費用負担命令とは道路法第５８条の規定に基づく処分で、道路管理者から原因者（又は、責任
者）に対し、「費用負担命令について（通知）」という標題の文書を発出し、負担金の納入を命じま
す。
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